
・災害発生箇所
・災害形態
・災害発生時雨量

・災害発生箇所の地形
・地形勾配

・災害発生箇所の地質

地形・地質・降雨量の関係を
グルーピングし、災害が発生
しやすい地域を推定（スク
リーニング）する。

道路防災点検の手引き(豪雨・豪雪等)〔改訂版〕 R4.3 P77に加筆
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12/3省略？2.奈良県版：道路防災点検の手引きについて

9.道路防災点検要領の概要と新しい技術の活用
9.5 奈良県におけるスクリーニング及び詳細調査（安定度調査）,道路防災カルテの作成
（1）スクリーニング

奈良県におけるスクリーニング実施項目

①被災履歴分析（毎年）
②LP(レーザープロファイラー)地形図

空中写真を用いた地形判読（約5年ごと）

③衛星SAR解析を用いた変動範囲の抽出（半年～1年）

① 被災履歴分析

⚫ 過去に発生した災害をとりまとめ、「素因：地

質、地形(斜面勾配等)」、「誘因：降雨特性」

で整理分類し、災害発生特性を明らかにする。

⚫ 災害が発生しやすいリスク箇所を事前に把握す

ることが可能となる。

GIS等で各調査結果を重ね合わせ、災害の発生
可能性が高い箇所を抽出する

② LP地形図、空中写真を用いた地形判読

⚫ LP地形図、空中写真を用いて、陰影起伏図、傾斜量図、CS立体図等の視覚的にわかりやすい微地形表現図を作成する

⚫ それらを用いて地形判読図（等高線図または微地形表現図の上に災害に関連する地形の種類を示す記号が記入されたも

の）を作成し、不安定化しやすい地形要素を抽出する。

⚫ UAVを用いたレーザ測量によれば、より高精度な点群データの取得が可能であり、落石発生源等の抽出が可能となる。

⚫ 異なる時期の2時期のLP地形図を用いて差分解析を行い、地形の変化を読み取ることも可能である



9.5 奈良県におけるスクリーニング及び詳細調査（安定度調査）,道路防災カルテの作成
（1）スクリーニング
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2.奈良県版：道路防災点検の手引きについて

③ SAR衛星解析を用いた変動範囲の抽出
⚫ SAR衛星とはレーダーを搭載した衛星でマイクロ波を地表面に照射してその反射波を観測する衛星である。
⚫ 夜間・悪天候時も観測可能である。
⚫ SAR衛星は反射の強さを観測し、凹凸のある粗い表面では強い反射が得られる。
⚫ 衛星の周回性を利用し、2回の観測の差を取り、反射強度の違いにより地表面の変化を抽出することが可能となる

が、水面などのなめらかな表面では弱い反射となり衛星に返ってこず、解析が難しい場合もある。
⚫ 定量的な地表面の変動計測が可能であり、地表面の微小な変位をmm～cm精度で把握可能となる。
⚫ 地すべり頭部に設置した地盤伸縮計と干渉SAR時系列解析結果の変動状況を比較した結果、変動量に差はあるも

のの、連続的な変動傾向は捉えられている

SAR衛星の活用 精度検証事例



9.5 奈良県におけるスクリーニング及び詳細調査（安定度調査）,道路防災カルテの作成
（2）詳細調査（安定度調査）
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「詳細調査（安定度調査）」は、スクリーニングにより選定された安定度調査箇所について、点検の専門技術者が、
踏査により「箇所別記録表」と「安定度調査表」を作成し、総合評価を実施する現地調査である。必要があれば熱赤
外線調査、UAV調査、MMS(モーダルマッピングシステム)調査を実施する。

熱
赤
外
線
画
像

（
昼
）

熱
赤
外
線
画
像

（
夜
）

空
洞
推
定
範

囲

熱赤外線調査 事例 UAV調査（レーザ測量） 事例 (参考） MMS 事例

2.奈良県版：道路防災点検の手引きについて

1）現地調査
被災規模、災害要因、周辺支障物の確認、対策の実施状況の確認、現状
での変動状況の把握

2）熱赤外線調査 吹付法面の健全度評価など

3）UAV調査（空撮、レーザー測量） 高所の変状確認

4）MMS調査 斜面構造物の画像（全景画像）、点群データの取得



9.5 奈良県におけるスクリーニング及び詳細調査（安定度調査）,道路防災カルテの作成
（3）点検結果とりまとめ
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2.奈良県版：道路防災点検の手引きについて

点検結果については、箇所別記録表、安定度調査表にとりまとめ、安定度調査箇所ごとに

該当する項目の点数を求める。また、点数を参考としつつ総合評価を実施し、安定度調査箇

所に対する対応区分として、以下の 3 項に分類する。

① 対策が必要と判断される ：災害に至る可能性のある要因が、明らかに認められる箇所

② 防災カルテを作成し対応する ：将来的には対策が必要となる場合が想定されるものの、当面

「防災カルテ」による監視等で管理していく箇所

③ 特に新たな対応を必要としない：災害の要因となるものが発見されず、特に新たな対応を必要と

しない箇所

なお、①を「要対策箇所」、②を「カルテ対応箇所」、③を「対策不要箇所」と簡易に表

現することが多い。



9.5 奈良県におけるスクリーニング及び詳細調査（安定度調査）,道路防災カルテの作成
（5）点検結果（日常点検含む）等のデータベース作成
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2.奈良県版：道路防災点検の手引きについて

点検結果等についてはデータベース化し、サーバーに集約する。集約する項目は以下である。

・スクリーニング結果(被災履歴分析結果、地形判読結果、SAR衛星解析結果)

・安定度調査結果(詳細調査結果含む) 箇所別記録表・安定度調査表

・道路パトロール結果

・道路防災カルテ

・緊急踏査結果

・対策工事の履歴

・地質調査結果 等

データベースはシステム化し、県職員、点検作業員がアクセス可能なサーバーとする。
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12.平常時道路パトロールの方法

2.奈良県版：道路防災点検の手引きについて

⚫ 平常時の道路パトロールは、道路を保全するために、道路の異状や損傷等の危険要因を早期に発見・対処し、工事状況
や不法使用の把握・指導を目的に、パトロールカー等により目視確認を行う。

⚫ 広島県の道路巡視業務点検マニュアルを参考とし、法面に関係のある点検についての項目や方法を整理した。
⚫ 特に落石が発生した場合は、落石にスプレー等を吹き付けて、次回パトロール時に落石が増えていないか確認する。

施設
区分

+C2:FC2:
F16

点検対象
項目（内容）

点　検　の　視　点
異常箇所発見
時の対応

破損
・ポットホールはないか
・ひび割れが生じている箇所はないか。

・応急処置が可能なものは、処
置する。

落石
崩土
堆積物

・落石、崩土、堆積物はないか。
・石、土砂等が散在している場合は、清掃して除去する。
・落石、崩土の大きさや量を確認する。

・応急処置が可能なものは、処
置する。

沈下
崩壊
陥没

・沈下、崩壊、陥没箇所はないか。
・沈下、崩壊、陥没箇所の沈下量や延長を確認する。

・応急処置が可能なものは、処
置する。

崩壊
崩土

・崩壊、崩土、地すべりはないか。
・崩壊、崩土の路面からの高さ、幅、長さ、土砂量を確認
する。
・発注者が指示した法面箇所について、「定期パトロール
時法面点検結果記録表」のチェックすべき内容に従い、車
上または、公社により確認する。

・応急処置が可能なものは、処
置する。
・指示があった法面箇所で変状
が確認された場合は、写真等を
整理し、事務所に連絡する。

防護施設の破損等
・破損している箇所はないか。
・破損している防護施設の種類と破損箇所の幅、延長を確
認する。

・応急処置が可能なものは、処
置する。
・指示があった法面箇所で変状
が確認された場合は、写真等を
整理し、事務所に連絡する。

倒木
枯木

・道路交通に支障を来している、又は恐れのある倒木、枯
木はないか。

・応急処置が可能なものは、処
置する。
・民有地のものは緊急時以外、
処置しない。

その他
・道路交通や道路管理に支障のある事項(法面の異常な変化
等)はないか。

・応急処置が可能なものは、処
置する。

破損
・側溝や側溝蓋には損している箇所はないか。
・破損箇所の大きさ、長さを確認する。

・応急処置が可能なものは、処
置する。

側溝蓋の状況 ・隙間やガタつきはないか。
・応急処置が可能なものは、処
置する。

側溝、集水升、排水
口の堆積物

・土砂、枯葉などの堆積物で通水が不良になっている箇所
はないか。
・通水不良の原因、通水不良箇所の延長や土砂量等を確認
する。

・応急処置が可能なものは、処
置する。

トンネル関係施設の
破損及び状況

・漏水箇所はないか。
・応急処置が可能なものは、処
置する。

橋梁の高欄、橋柱及
び接続部等の破損

・破損箇所はないか。
・応急処置が可能なものは、処
置する。

その他 ・道路交通や道路管理に支障のある事項はないか
・応急処置が可能なものは、処
置する。

路面
（路側）

法面

排水
施設

その他の
道路施設

道路パトロールの結果は、下記項目
について日報としてとりまとめる。

・パトロール日時
・巡回コース・路線名・巡回区間
・担当班名
・出発時刻・帰社時刻
・異常箇所の位置(位置図)
・異常箇所確認時刻
・異常箇所の内容・写真
・異常箇所対応処置
・住民等の要望(聞き取り日時、
住民名、具体的内容、対応処置)

点検結果（日報）は「奈良県道路巡回集
約システム（仮）」に入力し、集約する

点検項目・方法など
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13.緊急時の対応

2.奈良県版：道路防災点検の手引きについて

⚫ 道路パトロールおよび市民からの通報に
より変状・異常が確認された場合、「変
状・異常確認時対応フロー（案）」に示
す対応を行い、より安全安心な道路の保
持に努める。

⚫ 応急対策工事が必要な場合は、恒久対策
も必要であるため、応急対策工事後、地
質調査・変動調査の必要性を確認し、対
策工の設計を行う。

：赤枠内
市民からの通報や、点検結果（日報）
は「奈良県道路巡回集約システム
（仮）」に入力し、集約する

変状・異常確認時対応フロー（案）
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• 道路パトロール時の省力化・効率化が可能なツールを検討中
• GIS等を利用し、位置情報と過去の蓄積データを参照可能なシステムを検討中
• 例えばスマートフォンとデータサーバを組み合わせた情報共有・蓄積システムが挙げら
れる

• 対象路線 国道168号、国道169号を含む吉野・
五條の山間事務所で試行後、全県で実施

◼ 対象物 国道沿いの法面・路面

◼ 利用者 県職員、委託業者

◼ 利用ツール スマートフォンを活用

⚫ 主な利用ケース

①道路パトロール等に合わせて、法面の変状確認を
効率的に行う。

②現地で点検報告を作成する（内業無し）。

③落石等を発見した場合、迅速に場所等を報告・共
有する。

④過去の対応を参照する。防災カルテ等を閲覧する。

活用イメージ

サーバ

スマートフォン
で閲覧・登録

現場

・県職員
・委託業者（道路パトロール）

担当者

・道路維持管理担当職員
（例：道路マネジメント課）
・事務所職員

3.奈良県道路巡回集約システム（仮）について



3.奈良県道路巡回集約システム（仮）について
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詳細データ表示

日報等の自動作成
☆作業時間短縮

情報の一元管理 集計の自動化
☆作業時間短縮

現場からスマホで登録
☆現地状況即時報告
☆帰所後の事務軽減

過年度の要望や、GISデータも登録
☆いつでも参照可能、引継ぎが容易

関係者で情報共有

データをシームレスにつなぐ
☆二重作業排除、

対応・判断の迅速化

県職員

      

維持修繕担当

• 事務所/現地からデータへのアクセスが可能で、リアルタイムでの情報共有が可能。
• インターネットに接続できれば、パソコン、タブレット、スマートフォン等いずれでも利
用可能。

• 定型様式の書類は入力データより自動作成が可能。
• 過年度のデータも即時検索・表示が可能。過去の状況確認や業務引継ぎが容易
• データ量に応じてクラウドサーバーの容量増加が可能であるため、オリジナルデータの長
期保存が可能。→写真のオリジナルデータを長期間保存可能
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3.奈良県道路巡回集約システム（仮）について

パトロール日誌の
情報も一元管理

パトロール日誌の
内容を記録可能

パトロールでの異常箇所報告や
住民からの要望情報も一元管理

入力項目はリスト選択等、
負担にならないようにする

• 道路パトロールの情報をPC/スマホで入力。デジタルデータベースで業務を行う。
• 道路パトロール、住民要望の情報を一元管理することで、措置対応についても一元的に管
理可能。

• 書類や集計表は自動作成可能。

一覧・個票のデータはリアル
タイムで連携しています

書類や集計表は
自動出力可能

パトロールで発見報告
した箇所を図示

写真以外にも緊急調査
報告結果のデータなど
保存可能

進捗状況を一覧表示。部署内で
情報共有可能
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3.奈良県道路巡回集約システム（仮）について

• スマートフォンでもPCと同様に情報を入力可能。
• スマートフォンの機能である、GPS、カメラ、音声入力を利用可能。
• オフライン版を現在開発中（2025年3月リリース予定）。

PCと同じ一覧表
リアルタイムで共有

GPSで位置取得可能

プルダウンメニュー

音声入力可能

カメラ利用可能
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3.奈良県道路巡回集約システム（仮）について

報告箇所はピンで
位置表示

ピンをクリックすると
ポップアップで概要を
表示

国土地理院地図など
背景地図は切替可能

Google ストリートビュー
や個票にジャンプ

年度、路線、現象、進捗等
で検索・抽出可能

路線網図などGISデータの取
り込みや出力が可能

• 緯度経度情報を元に情報を一元管理し、webマップ上で表示/非表示が可能。

・日常パトロールの情報をデジタルデータ
ベースにすることで、管理や分析が可能
となります。

・データを蓄積することで、落石・崩壊等
の多い箇所を抽出したり、地質、雨量等
のデータとの重ね合わせ活用が可能。



被災位置 現象 規模

報告時状況 備考

現場写真

ファイルのアップロードはここをクリック 送信

任意の文字入力
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3.奈良県道路巡回集約システム（仮）について

送信日時は登録時刻を自動入力

自動入力
・指示 □道路パトロール □緊急調査
・座標リンク（googleマップ等のリンク）

送信日時は「送信ボタンを
押した時刻」を自動入力

チェックボックスメニュー

□晴れ/曇り
□雨（シトシト）
□豪雨（ザーザー）

チェックボックスメニュー

□現象継続中（立入不可：通行止）
□現象停止中（立入不可：現地確認依頼
□現象停止中（通行可能：現地確認依頼）

現場写真の添付ボックス
（タップすることで画像保存

フォルダーを表示）

上記チェックボックスを選択したら，規模の選択メニュー

・落石（個数：□～数個 □たくさん）
（大きさ：□～20cm □～1m □1m以上

・斜面崩壊（□～1m2 □～10m2 □それ以上）
・吹付の剥がれ落ち（□～1m2 □～10m2 □それ以上）
・倒木（□1本 □複数本）
・路盤陥没（大きさ：□～1m2 □～10m2 □それ以上）
・路肩欠損（延長：□～1m □～10m □それ以上）チェックボックスメニュー

□落石 □斜面崩壊 □倒木
□吹付の剥がれ落ち
□路盤陥没 □路肩欠損 □その他

端末GPS座標をロックす
る自動入力設定ボタン

その他：任意の文字入力

現場入力 事務所入力奈良県道路巡回システム（仮）の入力画面イメージ
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10/9

※

手
引
き
（
案
）
の
承
認

※
現
状
と
課
題
、

基
本
方
針
等

※

手
引
き
（
案
）
の
要
点
の
説
明

点
検
手
法
の
整
理
検
討

奈
良
県
版
：
道
路
防
災
点
検
の

手
引
き
（
案
）
の
検
討
・
作
成

12/11

審議

奈
良
県
版
：
道
路
防
災
点
検
の

手
引
き
（
案
）
の
検
討
・
修
正

第
一
回

委
員
会
の
開
催

書
面
開
催

審議

※
手
引
き
（
案
）
の
審
議

奈
良
県
版
：
道
路
防
災
点
検
の

手
引
き
（
案
）
の
修
正
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4.今後のスケジュールについて
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年月 2025年4月～ 2026年1～2月 2026年3月 2026年4月～

奈良県道路斜
面防災点検検
討委員会

奈良県版：道
路防災点検の
手引き

奈良県道路巡
回集約システ
ム（仮）

試行
（吉野・五條土木
事務所の山間事務
所）

試行
（吉野・五條土木
事務所の山間事務
所）

試行結果のとり
まとめ、課題整
理

全県で運用開始

第四回
委員会の開催

試行結果のとり
まとめ、課題整
理

報告

約１年

約１年

全県で運用開始


